
平成 26年 8月 22日 

四日市市議会 

議長 中森 愼二 様 

 

 都市・環境常任委員会 

委員長 竹野 兼主 

 

都市・環境常任委員会行政視察報告 

 

 都市・環境常任委員会が行政視察を行いましたので、その結果を次のとおり

報告いたします。 

 

記 

 

１．視察日時  平成 26年 7月 15日（火）～7月 17日（木） 

 

２．視察都市     周南市、倉敷市、高松市 

 

３．参加者  竹野兼主  荒木美幸  加納康樹  川村幸康 

中村久雄  三平一良  森 智広 

     （随行）濵瀬健介 

 

４．調査事項  別紙のとおり 
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（周南市） 

１．市勢 

市政施行 平成 15年 4月 21日 

人  口 148,908人 

  面  積 656.32平方キロメートル 

 

２．財政 

  平成 26年度一般会計当初予算      685億 5500万円 

  平成 26年度特別会計当初予算       347億 3769万円 

  平成 26年度企業会計当初予算       450億 1086万円 

  合  計            1483億 0355万円 

財政力指数           0.82 

 

３．議会 

  条例定数 30   

     5常任委員会（企画総務、教育福祉、環境建設、予算決算、 

議会だより編集） 

3特別委員会（徳山駅周辺整備対策、公共施設再配置計画及び新庁舎建

設に関する、まちづくり総合計画策定に関する） 

 

４．視察事項（「徳山駅周辺整備事業」について） 

①視察目的 

周南市は現在、徳山駅周辺整備事業として、駅ビルの建て替えや線路を挟ん

だ駅の南北をつなぐ自由通路の整備、また、北口駅前広場及び南口駅前広場の

リニューアル事業を進めている。ユニバーサルデザインや公共交通の利便性に

配慮した誰もが使いやすい駅周辺施設を整備することで、中心市街地活性化の

きっかけとし、さらには、まち全体の活性化につなげていくことを目指してい

る。 
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本市においても、今年度、近鉄四日市駅西口広場整備の基本方針策定のため

の予算を計上しているところであり、今後、平成 26 年度から平成 28 年度まで

の第 2 次推進計画において、基本計画を策定し、第 3 次推進計画において、実

施に向けた取り組みをしていく予定である。人口減少や高齢化が進み、公共交

通利用者が減少することが予想される中、乗り換えの利便性を向上するために

も駅前広場の機能強化は必要なことである。市民にとって、また、市外から来

る人にとって、便利で快適な近鉄四日市駅西口広場を整備するため、先進地で

ある周南市の視察を行った。 

 

②徳山駅周辺整備事業について 

（１）北口駅前広場の課題 

 
・歩道が狭く、円滑な通行が困難である。 

・歩行者動線と車両動線が交錯し、安全面に問題がある。 

・バスの乗降場所が駅前広場の外にあり、乗り換えの利便性が悪い。 

・駅の南北を結ぶ地下通路は、バリアフリー化されていない。 

・広場から既存商店街へ賑わいが広がらない。 
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（２）北口駅前広場整備計画 

 

・駅ビルを 4ｍ後退させ、駅前広場の面積を 400 ㎡広げることで、バスの乗

降場の確保を行い、一般車両の送迎スペースの確保も行うことで、乗り換

えの利便性向上を図る。 

・環境空間比（※駅前広場のうち交通空間を除く部分の駅前広場面積に占め

る割合、国の指針は 0.50）を 0.25 から 0.53 に増加させることでゆとりの

ある歩行者空間を形成する。 

・既存商店街との連携を強化し、駅前の賑わいを広げていく。 

（３）南口駅前広場の課題 
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・歩行者空間が少ない。 

・溜まり場など、オープンスペースがない。 

・横断歩道に段差があり、バリアフリー化されていない。 

・駅前広場の出入口が変則交差点になっており、交通が不便である。 

（４）南口駅前広場整備計画 

 
・駅前広場西側を用地取得し、拡幅を行うことで、駅前広場面積 2980 ㎡を

3800㎡に広げる。 

・環境空間比を 0.32から 0.44に増加させる。 

・変則交差点を十字交差点へ改良し、交通の円滑化を図る。 

・横断歩道等のバリアフリー対応を行う。 

（５）南北自由通路整備計画 
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・北口駅前広場と南口駅前広場を線路上空で結ぶ、延長約 130ｍ・幅約 8ｍの

歩行者専用通路を整備する。 

・通路の出入口にはエレベータおよびエスカレータを設置する。 

 

（６）駐輪場整備計画 

 
・駅西側に駐車場 150台・駐輪場 300台を整備する予定である。（現在は 450

台収容の駐輪場がある） 

・駅東側に駐輪場 450台を整備する予定である。 

 

（７）（仮称）新駅ビル整備計画 

 
・既存駅ビル（5階建て）を取り壊し、新駅ビル（3階建て）を整備する。 

・コンセプトは、「このまちへ来る人へのおもてなしの場」、「このまちに住ん

でいる人たちの居場所」「人が集い楽しむこのまちの賑わいと交流の場」 

・ビル内には、民間活力導入図書館をつくる予定である。 
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（８）事業スケジュール 

 
【北口駅前広場】平成 22年度    都市計画決定 

         平成 27年度    実施設計予定 

         平成 30～31年度   整備 

【南口駅前広場】平成 22年度    都市計画決定 

         平成 23年度    実施設計 

         平成 25～27年度   整備 

【南北自由通路】平成 22年度    都市計画決定（立体的な範囲） 

                   JR西日本と工事協定 

         平成 23年度    工事着手 

         平成 26年度    完成予定 

【駐輪場】   平成 25年度    実施設計（駅東側駐輪場） 

         平成 26年度    設計予定（駅西側駐輪場） 

                   整備（駅東側駐輪場） 

         平成 29年度～    整備（駅西側駐輪場） 

【駅ビル】   平成 24年度    駅ビル跡地検討 

         平成 25、26年度   基本設計、実施設計 

         平成 27～29年度    既存駅ビル解体、新駅ビル整備 
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③委員からの質問 

 Ｑ新幹線が開通した時に、在来線も高架化するという議論はなかったのか。 

 Ａ線路を跨ぐ県道があるため、そのような議論はなかった。 

 ＱJRによる南北の街の分断はどうか。 

 Ａ線路を挟んだ南側が主に工業地域となっている。線路の下をくぐる地下通 

  路が何カ所かあるが、バリアフリーとなっていない点が課題である。 

 Ｑ北口駅前広場整備について、ペデストリアンデッキ設置は検討しなかった 

のか。 

 Ａ話はあったが、駅北口から望む眺望が損なわれるとの意見が住民から多く

あったため、ぺデストリアンデッキは設置しないこととした。 

 Ｑバス・タクシー事業者との協議はどのように進められたのか。 

 Ａ整備により、バスの乗降場が減り、タクシーの停車台数も減少するが、各

団体と個別に協議を進めることで、最終的には広い歩行者空間および動線

の確保について理解を得ることができた。 

 Ｑタクシーの停車台数減少による市民の利便性の低下はないのか。 

 Ａ現状、タクシー停車時間が 30分以上となっていることもあり、市民への影

響はほとんどないものと考えている。 

 Ｑ図書館は、既存のものを移転して駅ビルに新図書館をつくるのか。 

 Ａ既存図書館を残して、駅ビルの中にも新たな図書館をつくることになる。 

 Ｑ駅ビルの中には、図書館以外にもテナントが入るのか。 

 Ａ小規模なものは考えられるが、大きな商業施設が入る予定はない。 

 Ｑ駐輪場の整備にあわせて、自転車レーンの整備は行っていくのか。 

 Ａ歩道が 5ｍある部分については、既に走行スペースが確保されており、その

他の部分についても県と協議を進めているところである。 

 Ｑ乗降客 15,000人の駅で駐輪台数 750台は少なくないか。 

 Ａ駅から北に向かって上り坂になっており、自転車があまり多くない土地柄

であることから、この台数で足りると想定している。 

 Ｑ土地の買収はどのように行ったのか。 
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 Ａ北口の用地については、JR から買収し、南口の用地については、3 名の地

権者から買収した。 

 Ｑ総事業費はどの程度か。また、そのうち交付金の占める割合はどうか。 

 Ａ事業費総額が 120 億円～130 億円と想定されており、うち南北自由通路が

49 億円となっている。社会資本整備総合交付金で、補助率は、広場整備が

55％、南北自由通路が 45％、駅ビル建設が 50％となっている。県からの補

助はない。 

 Ｑ市民意見の集約はどうやって行ったのか。 

 Ａ専門家、地元大学、商工会議所、自治会、障害者団体等をメンバーとする

デザイン会議を立ち上げている。また、シンポジウムの開催やパブリック

コメントも実施している。 

 Ｑ事業のきっかけは何か。 

 Ａ当初は、平成 15年度の合併による合併特例債を使って事業を進める予定で

あったが、結果的には、新庁舎建設に合併特例債を用い、駅周辺整備事業

は、一般公共債を用いることとなった。 

 

④委員会としての所感 

 本市が今後実施していく予定の近鉄四日市駅前整備事業は、西口広場のみを

整備するものであり、徳山駅周辺整備事業のように駅ビルの建て替えや線路を

跨いだ南北自由通路の設置は行う予定はない。しかし、限られた範囲の整備で

あるからこそ、敷地を最大限有効に利用する必要がある。この事業により、市

民の公共交通の利便性を向上させ、ひいては中心市街地をはじめ市全体の活性

化を目指していくためには、議会を含め、市民、専門家、各種団体など多方面

からさまざまなアイディアを出し合い、検討を重ねていくことが必須となると

考える。今回、徳山駅周辺整備事業のうち、本市が参考とすべきものとしては、

①各主体（バス・タクシー・歩行者・自転車・自家用車）の動線確保、②鉄道

への乗り換え利便性の向上、③障害者・高齢者等に配慮したバリアフリー対応、

の 3点が挙げられる。①から③はいずれも相互に関連するものであり、さらに、
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それぞれを実現するためには、一定の用地が必要になる。しかし、近鉄四日市

駅西口広場の所有者は下の航空写真のとおりとなっており、市の所有する部分

は限られている。 

 
今後、事業に取り組んでいく中で、バス・タクシー事業者とも協議を進めるこ

とになるが、場合によっては周南市のように、バス乗り場やタクシー乗り場の

縮小も視野に入れていく必要があると考える。また、多額の費用が必要にはな

るが、現在鉄道会社が所有している土地の買収やぺデストリアンデッキを設置

するなど用地を立体的に活用する手法についても検討を進めていくべきと考え

る。 

 駅前整備は、鉄道を利用する市民をはじめとし、鉄道・バス・タクシーの各

交通事業者など多くの関係者が存在する。その中で、より効果のある駅前整備

事業を進めていくためには、関係者との協議・調整を図りながら、行政として

どれだけイニシアティブを発揮できるかが最も重要である。 

 本委員会としては、行政に対し、市全体の利益が最大となることを念頭に置

き、できる限り多くの意見を聞きながら事業を進めていくよう求めていきたい。 
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（倉敷市） 

１．市勢 

  市政施行 昭和 42年 2月 1日 

  人  口 483,134人 

  面  積 354.73平方キロメートル 

 

２．財政 

  平成 26年度一般会計当初予算     1728億 4627万円 

  平成 26年度特別会計当初予算      1205億 3750万円 

  平成 26年度企業会計当初予算        468億 8760万円 

  合  計            3402億 7137万円 

財政力指数           0.83 

 

３．議会 

  条例定数 43 

6常任委員会（総務、市民環境、保健福祉、文化産業、建設、文教） 

4特別委員会（決算、地域活性化対策、防災体制等整備、行財政改革等） 

         

４．視察事項（「地域公共交通総合連携計画及び乗合タクシー制度」について） 

①視察目的 

バスなどの公共交通は、高齢者などにとって重要な移動手段であり、今後さ

らに進む高齢社会に対応するためにも必要不可欠なものである。しかし、倉敷

市における公共交通は、自家用車への依存の高まりから利用者が減少し、減便

や廃止が進むことにより、急速に市民の足が失われているという状況にある。

倉敷市は、その対策として、「倉敷市地域公共交通総合連携計画」を策定し、ハ

ード、ソフトの両面から具体的な施策を実施している。施策のうちの一つであ

る乗合タクシー制度は、バス路線が廃止された地域や公共交通が利用できない
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交通不便地域の移動手段を確保するため、地域が主体となって運行するコミュ

ニティタクシー等を支援する制度である。公共交通を維持していくためには、

地域住民が公共交通を自分たちの交通として「守り」「育てる」という意識が必

要となる。その観点から市の補助金を受けるためには、運行費用の一部を地域

が負担することになるが、コミュニティタクシーは、路線バスに比べて運行コ

ストが低く、利用者のニーズにも柔軟に対応することができるため、自分たち

で便利にしていくことが可能な公共交通となっている。 

本市においても、人口減と高齢化が進む中で、鉄道や路線バス等の公共交通

の維持・存続、市民の移動手段の確保は非常に重要な課題となっている。今後、

市民の移動手段を確保し、交通弱者を減らすためには、行政の力だけではなく、

地域住民の協力と理解が必須であると考えることから、先進地である倉敷市の

公共交通施策の視察を行うこととした。 

 

②地域公共交通総合連携計画及び乗合タクシー制度について 

(1) 倉敷市の現状 

各地域・地区において、駅またはバス停が遠く利用できない地域（※鉄道

駅から半径 800ｍ、バス停留所から半径 300ｍ以上離れた地域）が複数あり、

今後、バス路線の廃止などが進むことにより、交通不便地域が年々増加する

ことが予想されている。現在、市域の居住地面積 265.67 ㎢において、公共

交通でカバーされている割合は 39.4％となっている。 

また、路線バスの利用者数は年々減少しており、昭和 57年から平成 23年

の 30 年間で、1825 万人から 413 万人へ 77％の減少、平成 13 年から平成

23年の 10年間で 33％減少している。（次ページグラフ参照）バス路線とし

ても、10年間で 47系統が廃止となっている。 

路線バスの利用者が少なくなることで、運行本数を減らし、それによって

また利用者が減っていくという悪循環に陥っているという現状がある。 



- 12 - 
 

 

(2) 倉敷市における生活交通の基本方針 

 倉敷市は、地域・地区拠点が点在した、クラスター（花やブドウの房）型

の都市構造であることから、サービスレベルの高い公共交通ネットワークが

維持され、さらに、地域・地区間相互の連携を図るため、さまざまな移動手

段が提供されている「まち」を目指している。（下イメージ図のとおり） 

             
また、～市民の暮らしが便利で快適な、活力あるまちを目指して、みんな

で生活交通を「つくり」「守り」「育て」ます～ を基本理念としており、さ

らに、基本目標として、次の 3つを掲げている。 

Ⅰ．日常生活に必要な移動手段として、市民の暮らしを支える生活交通 
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・車が自由に使えない人も、通院、買い物、通学など、安全・安心に移

動できるよう、地域特性に応じ、経済性も考慮しつつ、日常生活に最

低限必要な移動手段の確保を目指す。 

Ⅱ．環境負荷の少ない“くるまに頼り過ぎないまちづくり”の基盤となる

便利で快適な生活交通 

   ・公共交通が利用しやすいサービスの提供や環境整備などにより、利便

性向上及び利用を促進することで、車から環境にやさしい公共交通へ

の転換を図るとともに、車に頼り過ぎないまちづくりを目指す 

   ・鉄道駅や駅前広場、バスターミナル、停留所などの交通結節点の機能

を強化することで、乗り換え、待ち合い環境などの利便性及び快適性

の向上を図る。 

   ・鉄道駅や駅前広場、公共交通機関のバリアフリー化を図り、高齢者や

障がい者など、多くの人が便利で快適に利用できる環境づくりを推進

する。 

Ⅲ．市民、企業、交通事業者、行政が一体となって、みんなで「つくり」「守

り」「育てる」生活交通 

・市民、地域企業、交通事業者、行政が、それぞれの役割を果たすこと

で、公共交通を持続的に維持し、その確保にも協働で取り組む。 

     ・鉄道、バス、タクシーなどベストミックスな交通体系を目指す。 

(3) 倉敷市の公共交通ネットワークについて 

 公共交通は、地域・地区間が鉄道、路線バス（幹線）により結ばれ、地域・

地区拠点となる駅、停留所を結節点として、路線バス（準幹線）やコミュニ

ティバス、コミュニティタクシーなどの地域公共交通が接続されるなど、そ

れぞれの特徴が生かされたネットワークを形成する必要がある。（次ページ

モデル図参照） 
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(4) 乗合タクシー制度について 

○コミュニティタクシーとは 

 ・路線バスと同様、運行時刻と乗降する停留所が決まっている。 

 ・利用するためには基本的に予約が必要である。 

 ・車両はセダン型やジャンボタクシー車両などを使用するが、一般タクシー

とは異なり、相乗りで運行する。 

 ・バスが運行できない生活道路でも運行できる。 

 ・運行時刻やルート、停留所の位置などに、利用者のニーズが反映できる。 

 ・利用者数に応じて、予約から定時運行、セダン型からジャンボタクシー車

両へステップアップが可能である。 

 ・料金は路線バスに比べると割高だが、一般タクシーに比べれば安価である。 
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○導入するための条件 

 ・自治会等に乗合タクシー事業の運営を行う組織があること。 

 ・運行使用車両は、乗合タクシー事業者自らが保有する車両であること。 

 ・運行経費の一部を自治会等が負担していること。 

 ・試験運行の結果、1 便当たりの利用者数が 1.2 人以上であること。（※運行

継続条件も同様） 

○市からの補助について 

 ・補助対象は、運行経費、路線図・時刻表などの印刷費、停留所などの施設

整備費。 

 ・市は、運行経費の経常損失額（赤字額）の 9割を補助する。また、運行稼 

  働率（年間実運行便数/年間設定運行便数）が 50％未満の場合は地域負担が

増加する。さらに、高齢者、障がい者支援として、コミュニティタクシー

利用者証または障がい者手帳などの提示で、利用料金のうち 1 回 100 円を

市が負担する。 

 ・地域は、運行経費の経常損失額（赤字額）の 1 割を負担する。やむを得ず

負担できない場合は、その相当額を利用者負担として運賃に上乗せできる。

（ただし、その場合の運行は 1日 4便、週 3日まで） 

 

 

④委員からの質問 

Ｑ乗合タクシー制度の導入地域は、バス路線が廃止となった地域か。 

Ａ元々バス路線がない地域でも、この制度を利用している地域はある。 

Ｑ事業者割引はどの程度か。 

Ａタクシー事業者によって異なるが、約 3 割程度の割引となっている。タク
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シー事業者としては、儲けはほとんどないが、この制度により地域住民の

身近な存在になることで、一般タクシーとしての需要が発生した際に、利

用してもらえるという利点がある。 

Ｑ停留所の設置はどのように行うのか。 

Ａ従来あったバス停に加え、地元で新たに停留所を選定するという形が基本

だが、利用者の大部分が高齢者であることから、停留所の数をできるだけ

増やしたいという要望が多い。 

Ｑ料金体系はどのようなものか。 

Ａ一般のタクシー料金で 4 人乗車したとして、料金を算定する方法（例：タ

クシー料金 2000円÷4人＝500円）だが、4人乗車することはほとんどな

いので、赤字となる。その赤字の 9 割を市が負担し、残り 1 割を地元で負

担することとなる。 

Ｑ継続の仕組みはどのようなものか。 

Ａ1便あたりの利用者数が1.2人未満となった場合は事業を見直すことになる。

運行稼働率（年間実運行便数÷年間設定便数）が 50％を下回った場合には、

地域負担が割り増しされるが、年間の利用増加数×100円を事業者に支給す

る仕組みも設けられている。 

Ｑ通学ニーズはないのか。 

Ａ路線バスより料金が高いこともあり、学生の利用は少ない。若いので自転

車で通学する生徒が多い。制度として、高齢者の移動手段確保を主な目的

としている。 

Ｑ地域の運営組織が重要であるが、行政の支援はどう行っているのか。 

Ａ地域からの要望があれば、行政から出向いて説明を行い、相談等にも対応

する。また、運営組織については、自治会やその下部組織など地域によっ

てさまざまである。 

Ｑ制度を導入することで逆に、路線バスが廃止になることはないのか。 

Ａ既存バス路線と競合するようなルートの選定は行わないことになっている。 

Ｑ10年でバス路線が 47系統廃止された理由は何か。 
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Ａ隣市を主な運行エリアとするバス事業者が 1 社倒産したことで本市多くの

路線も多く廃止になったことが主な原因である。法改正により、バス事業

者の判断で路線の廃止が認められたことも廃止路線が増えている理由であ

る。対策として、市としてバス事業者に対して、路線維持のための補助金

を昨年度から開始したところである。 

Ｑバス事業者倒産による影響は非常に大きいと考えるが、どのような対応を

行ったのか。 

 Ａ国・県・市が赤字分を全額補助する形で、新たなバス事業者が従来の路線

の半分程度で運行している。多額の補助金を出すことになったとしても、

バス事業者に運営をしてもらった方が効率的であることから、廃止にさせ

ずにできる限り維持していくことが重要であると考えている。 

 Ｑタクシー事業者への支払いはどのように行うのか。 

 Ａタクシー事業者から、地域組織と市に実績報告があり、それに基づいて、

市が補助金を地域組織に交付する。地域組織がこの補助金に地域の負担金

を加えて、タクシー事業者へ支払うという形である。 

 Ｑバス路線維持および乗合タクシー制度の予算額はいくらか。 

 Ａバス路線維持が 2500万円程度、乗合タクシー制度が 400数十万円程度であ

る。 

  

⑤委員会としての所感 

本市においても、倉敷市と同様、まず既存の鉄道や既存のバス路線を維持し、

それぞれの拠点（主要駅、地域拠点）への移動を確保することが重要であると

考える。その拠点への移動手法として、「乗合タクシー制度」は非常に有効な手

段である。倉敷市の「乗合タクシー制度」は、地域が主体となり、ルートの選

定や料金の設定等を行っており、一部費用負担も求めている。地域の負担は少

なくないが、行政が主体となって事業を進めていくよりも地域の実状に詳しい

自治会等の地域団体が主体となることで、地域ニーズをより正確に把握し、利

用者増を図ることができ、また、地域で「守り」「育てる」という意識も生まれ
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やすい。本市もこの「乗合タクシー制度」を参考にし、地域の協力という視点

を持った交通施策の実行を求めたい。 

加えて、倉敷市が実施しているバス路線等への補助金交付のように、補助金

を交付してでも、公共交通事業者による自主運行を継続してもらうという観点

も必要であると考える。本市でも内部・八王子線には多額の公費負担を行うこ

ととしている現状の中で、地域間の公平性という視点も含め、民間事業者の効

率性やサービスを継続させ、かつ有効活用するための公費負担という考え方も

今後の公共交通維持施策としては重要であると考える。 

いずれにしても、今後の公共交通施策は、公共交通事業者・行政・市民の 3

者が一体となって進めることが必要であり、どれだけ地域の協力が得られるか

がポイントとなる。本市も倉敷市の事例を参考にしながら、実効性のある公共

交通施策の実施を強く望む。 
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（高松市） 

１．市勢 

  市政施行 明治 23年 2月 15日 

  人  口 419,011人 

  面  積 375.20平方キロメートル 

 

２．財政 

平成 26年度一般会計当初予算     1526億 0000万円 

  平成 26年度特別会計当初予算      1034億 0714万円 

  平成 26年度企業会計当初予算        506億 9554万円 

  合  計            3067億 0268万円 

財政力指数           0.80 

 

３．議会 

  条例定数 40 

  4常任委員会（総務消防、教育民生、経済環境、建設水道） 

     4特別委員会（新病院等整備、都市交通対策、総合防災対策、決算審査） 

 

４．視察事項（「高松市公共交通利用促進条例」について） 

①視察目的 

 高松市では、近年、郊外に立地する大規模小売店舗などの増加により、都市

機能が拡散し、自家用車への依存度が高まっており、それに伴って、公共交通

利用者は大きく減少し、公共交通を取り巻く環境は、厳しさを増している。さ

らに今後、人口減少・超高齢社会が進行する中で、公共交通の衰退は、交通弱

者の急増や中心市街地の商業機能低下などのほか、地域社会の衰退を引き起こ

す可能性もある。このような現状の中、高松市では都市の機能を集め、市街地

の拡大を抑制するコンパクトで持続可能な集約型の都市構造「多核連携型コン

パクト・エコシティ」の実現を目指し、その取り組みの柱として、人と環境に
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やさしく快適で利用しやすい公共交通体系を構築しようとしている。公共交通

体系を将来にわたり維持していくには、利便性向上策の実施と市民一人一人の

積極的な利用が不可欠であり、市・市民・事業者・公共交通事業者が協働して

取り組むことが必要であるため、「高松市公共交通利用促進条例」平成 25 年 9

月 27 日に公布・施行した。また、本条例の施行を契機として、公共交通の各種

利用促進施策を展開している。 

 本市においても、高松市と同様、公共交通の維持は重要な課題となっており、

利用促進策も急務とされているという現状であるため、公共交通利用促進条例

を制定している全国でも数少ない自治体の一つである高松市の視察を行うこと

とした。 

 

② 高松市公共交通利用促進条例及び関連施策について 

(1) 高松市公共交通利用促進条例の主な内容 

 ≪基本理念≫ 

  Ⅰ．誰もが安全に安心して移動できる公共交通体系を構築することを基本

として行うこと 

  Ⅱ．高松のまちの魅力を高め、にぎわいの創出に資するものとして行うこ

と 

 Ⅲ．公共交通が環境への負荷の少ない交通手段であることから、環境への

負荷の少ない社会の実現に資するものとして行うこと 

≪各主体の責務≫ 

市 

・公共交通の維持・改善を可能とするまちづくりの推進及び公共交通事業

者との協働による公共交通の利便性の向上を図るとともに、利用促進施

策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。 

・利用促進策の策定及び実施に当たっては、公共交通事業者、市民及び事 

業者の意見を十分に反映させるよう努めるものとする。 

公共交通事業者 
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・事業の効率化を努めるとともに、他の公共交通事業者と連携しながら、

公共交通の利便性を高めるよう努めなければならない。 

・利用促進施策を市、市民及び事業者と協働して推進するよう努めなけれ

ばならない。 

市民 

・公共交通の利用促進への理解と関心を深めるとともに、過度の自家用車    

 の利用を控え、公共交通を積極的に利用するよう努めなければならない。 

・利用促進施策を市、事業者及び公共交通事業者と協働して推進するよう 

努めなければならない。 

事業者 

・事業活動に伴う移動、従業員の通勤等における公共交通の利用を推進す 

るとともに、従業員に対し公共交通の利用に関する意識啓発を行うよう 

努めなければならない。 

  ・利用促進策を市、市民及び公共交通事業者と協働して推進するよう努め

なければならない。 

≪基本方針≫ 

Ⅰ．公共交通の利便性の向上と積極的な利用の促進 

   利便性の向上と積極利用を同時に取り組むことで、相乗効果を生み、正 

のスパイラルへの転換を目指す。 

Ⅱ．地域の特性に応じた効率的な機能分担と連携 

 現在の路線網は、郊外から市中心部への一極集中型となっている。今後

は、地域の特性に応じて、鉄道や幹線バスの基幹交通とコミュニティバス

などの支線交通が効率的に機能し合う路線網の構築に取り組んでいく。 

Ⅲ．公共交通優先の交通体系へ転換 

 これまでは、道路整備などにより自家用車を利用しやすいまちがつくら

れていた。今後は、バス路線再編と合わせた鉄道駅の交通結節機能の強化

や公共交通が優先して走行できる道路空間の再編など、公共交通を優先し、

利用しやすい環境を整備していく。 
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Ⅳ．ユニバーサルデザインに配慮した公共交通 

   誰もが安全に安心して移動できる公共交通体系を目指すため、鉄道駅の

バリアフリー化や駅周辺の歩道段差解消など、あらゆる人に優しいユニバ

ーサルデザインの考え方に配慮した環境を整備していく。 

  Ⅴ．教育などを通じた公共交通に関する意識の醸成 

   公共交通は市民一人一人の利用により支えられている。積極利用する 

意識を作り出していくため、学校教育で公共交通の積極的な利用を促す取

り組みを推進するほか、公共交通に親しむソフト事業も展開していく。 

 

【高松市公共交通利用促進条例のイメージ】 

 
 

(2)公共交通利用促進施策 

「電車バス乗継割引拡大制度」 

  主要鉄道駅からの支線である路線バス（フィーダー交通）の利用促進を行

い、また、中心市街地を運行する路線バス等のちょい乗りの促進を図り、鉄
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道を基軸とした公共交通幹線軸の強化を進めるため、平成 26年 3月 1日から

ICカード「IruCa」（イルカ）による電車－バスの利用における乗り継ぎ割引

を現状の 20円から 100円に拡大した。補助金の交付対象は ICカード関連シ

ステム改修費等および運賃割引額の差額補てんとなっており、平成 25年度の

交付額が 600万円、平成 26年度の当初予算額が 2332万円となっている。ま

た、平成 26年 3、4月の利用実績は前年同月に比べ、26％の増加となってい

る。 

 「高齢者に対する公共交通利用支援」 

  高齢者の増加及び公共交通の衰退により、移動手段のない交通弱者の増加 

 が大きな問題となっていることから、高齢者福祉及び公共交通利用促進の両

面からの施策として、IC カード「IruCa」を活用した運賃割引制度を平成 26

年 10 月から導入する予定である。市内に在住する 70 歳以上の方を対象とし

て、運賃を 50％割引する制度（6 か月ごとに更新必要）となっており、シス

テム改修費等、運賃割引額の差額補てんを補助金の交付対象としている。平

成 26年度の当初予算額は 4287万円となっている。 

  

③ 委員からの質問 

Ｑこの条例と自転車の関連性はどうか。 

Ａ市内循環バスと自転車は互いに競合関係にあり、自転車の利用が増えるとバ

スの利用者が減ることも考えられるので、バランスをとりながらそれぞれの

施策を進めたい。また、駅に駐輪場を整備するなど相互に関連させた施策も

実行したい。 

Ｑ電車バス乗継割引の拡大の補助金について教えてほしい。 

Ａ乗継割引の増額分である 80円が補助対象ではあるが、上限を乗り継ぎ件数の

2割増までとしている。この上限については制度スタート時に交通事業者と協

議をして決定している。 

Ｑ電車バス乗継割引の仕組みを教えてほしい。 

Ａ乗り継いだ先の運賃から割引かれることになるが、市内のバス事業者（こと
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でんバス㈱）は 1 社のみであり、鉄道事業者（高松琴平電鉄㈱）とグループ

企業関係である。ICカード「IruCa」は元々ことでんグループが導入したカー

ドであり、そのシステムに便乗する形で 20円の割引となっていたものを市の

補助金により 100円の割引となるよう設定を変更している。JRとの連携の予

定はまだないが、コミュニティバス等の運行事業者へ IruCa カードのシステ

ムを導入していく予定である。 

Ｑ公共交通の空白地帯はないのか。 

Ａ市内に空白地帯は存在しており、本条例の地元説明会においても、利用促進

以前に公共交通がないではないかとの意見もある。持続可能な公共交通とし

て地域主導の動きを期待しているが、なかなか進んでいないのが実状である。 

Ｑ廃線になったバス路線はあるのか。 

Ａ5、6路線は廃線になっている。 

Ｑ公共交通利用促進とセットで、市街地の駐車場の規制など自動車利用を抑制

するような施策は講じているのか。 

Ａそのような施策を実施したいという思いはあるが、商店街や駐車場経営者か

らの声もあり、実施は難しい。 

Ｑバス－バス間の割引は実施していないのか。 

Ａことでんグループが IruCa カードのシステムを導入した当初にバス－バス間

の乗り継ぎ割引を想定していなかったことから、バス－バス間の割引は実施

していない。実施する場合にはシステムの改修が必要だが、今後の検討課題

であると考えている。 

Ｑ既存路線バスへの補助金はどの程度か。 

Ａ3～4000 万円程度ある。市内のみの路線バスの補助金については、県が補助

の基準を作成している。 

 

④ 委員会としての所感 

内部・八王子線の存続問題が一つの契機となり、本市においても、公共交通

の利用促進は大きな課題となっているところである。高松市のように公共交通
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促進条例を制定し、市及び市民、交通事業者等の責務を明示し、市民の意識向

上を図った上で、さらに条例に沿って市としてさまざまな施策を実行していく

ことで、より大きな効果が期待できると考える。しかしながら、重要なのは具

体的な施策の実行である。高松市では、民間交通事業者で既に導入されていた

IC カードを有効利用して、公共交通の利用促進を図っている。本市がこれをそ

のまま真似することはできないが、運賃の一部に公費を投入するという考え方

は、今後の公共交通維持には必要な視点であると考える。また、交通事業者へ

の乗継割引拡大分の補助金の上限を 2 割増までとすることで、乗り継ぎ件数が

大幅に増加したとしても、税金が際限なく出ていくことはないという仕組みと

なっている。 

本市も高松市を参考にして、公共交通の利用促進を進めながら、かつ税金の

投入が大きくなり過ぎないような仕組みづくりを行うべきである。公共交通の

利用促進に向けた広報や補助金を伴った具体的な施策を行政が実行するという

ことは、行政が交通事業者に代わって宣伝を行ったり、運営費の支出をすると

いう側面も持っている。公共交通はなくてはならないものであり、廃線が行わ

れた場合の市民の不利益は非常に大きいことから、民間事業者に任せるだけで

はいけないと考えるが、行政活動の原資は市民から集めた税金であるというこ

とを忘れず、公平性を持った公共交通施策を進めていかなければならない。そ

のためには、鉄道・バス・タクシーの各交通事業者の実状と各地域の実状を理

解した上、大局的な見地から公共交通利用促進策を進める必要がある。 

高齢化と人口減が進み、公共交通利用者の母数が減少する中で、利用の増加

を図ることは容易なことではないが、廃線が進んでいない今のうちに、市とし

て、市民の利益が最大となるよう、また、不利益が最小となるような公共交通

施策の実行を強く求めたい。 

 

 


